
第７章 ３階直結給水 

3 階 直 結 給 水 施 行 基 準 

１ 総則 
1 目  的 

      この基準は、給水装置工事施行基準の特例として、3 階建て建築物へ直結
で給水する場合の給水装置の設計及び施工に関して基準を定めるものである。 

      この基準に明記されていないものについては、阿賀野市給水装置工事施行

指針（以下「施行指針」という。）によるものとする。 
    「解 説」 
      昭和６２年１１月の建築基準法の改正により、準防火地域でも３階建て木

造住宅の建設が可能となったこと、また小規模受水槽の水質保持の必要性を 
     踏まえて、本基準により、現行配水システムのなかで給水サービスの向上を

図る目的で、３階建て建築物への直結給水を導入するものである。 
      本基準は、給水装置の設計及び施工に関して必要事項を定め、給水サービ

スの向上と給水装置工事の適正な施行を図るものである。 
 
２ 用語の定義 

      この基準に用いられる用語の定義は次の通りとする。 
○給水装置 

需要者に水を提供するために、配水管から分岐して設けられた給水管及び 
     これに直結する給水用具をいう。 
    ○配水管最小動水圧 
      給水区域内の配水管にかかる配水圧力で、その変動巾のうち最小の配水圧

力をいう。 
    ○専用住宅 
      専ら居住用に供する建築物をいう。 

○店舗等併用住宅 
  居住宅に供する一戸の専用住宅部分と店舗、事務所等の用に供する部分を

併用した建築物をいう。 
○共同住宅 
  専用住宅を集合した建築物をいう。 
○損失水頭 

      管水路あるいは開水路において、摩擦、曲折、断面変化などによって消耗

されるエネルギーを水頭で表したもの。 
○給水主管 
  給水装置において布設されるメイン配管をいい、配水管（口径３５０ミリ

メートル以下）の分岐から最終水栓の分岐まで布設されるもの。 
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○共同給水管 
  ２戸以上の複数戸に給水する給水管をいう。 
 

３ ３階建て建築物における給水装置工事施行基準の特例の適用範囲 
      給水区域内の３階建ての建築物で、直結給水が可能と認められ、かつ以下

の基準に適合するものに適用する。既存の建築物については、給水装置を本

基準に適合されるよう改良した場合について認める。 
3－1 対象地域 
 配水管最小動水圧が年間を通し、0.2Mpa 以上を確保できる地域で、かつ
口径 75㎜以上の配水管から直接分岐されるもの。 

3－2 対象建物 
① 3階建専用住宅 
② 3階建店舗等併用住宅  
③ 3階建共同住宅 
④ その他、3階建てで直結給水が適当と判断される建物 

    「解 説」 
      断水等が困難な建物は従来通り受水槽方式とする。また対象建物について

は、給水区域内の地形及び配水施設の能力を考慮し、3 階建て建築物までと
する。 

      本基準における対象地域は、季節、時間、及び地形等を踏まえて、将来と

も安定した配水管最小動水圧 0.2Mpａ以上を確保できる地域で、かつ口径 75
㎜以上の配水管から直接分岐できる範囲とした。 

 
４ 給水方式及びその種類 

      給水方式は、直接配水管の水圧で、給水栓まで給水する「直結給水方式」

を原則とする。ただし、既設 3 階建て建築物で直結給水方式に変更できない
ものについては、受水槽を省略し、高置タンクへ直接給水する「高置タンク

直結給水方式」とすることができるが、直結給水方式、高置タンク直結給水

方式及び受水槽方式の併用は原則として認めない。 
4－1 直結給水方式 
① 3階建専用住宅 
② 3階建店舗等併用住宅 
③ 3階建共同住宅 
④ その他、3階建てで直結給水が適当と判断される建物 

4－2 高置タンク直結給水方式 
① 既設 3階建て建築物で、高置タンク直結給水方式を認める建物 

「解 説」 
  直結給水方式と高置タンク直結給水方式の区分については、3 階直結給水
の原則はあくまで最終給水栓までの直結給水であるが、高置タンク直結給水 
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方式の採用は、既存の受水槽方式の建物への導入のためであり、既存建物で

の低置受水槽の廃止により、水質劣化の可能性を少なくするものである。ま

た、高置タンクの維持管理等はこれまで通り、受水槽の基準に基づく。 
 

５ メータ設置基準 
     ３階直結給水におけるメータの設置位置は、管理者が定めるものとし、その

要点は次の方法による。 
(1) 専用住宅及び店舗等併用住宅のメータは、宅地内（地付け設置）設置とす
る。 

(2) 共同住宅等のメータは、各階各戸の設置とする。また、敷地内の給水主管
には、本来の親メータの設置位置に止水機能をもたせるものとする。 

(3) 共同住宅等で利用上同じ目的で使用される建物については、敷地内に一個
のメータとすることができる。 

 
６ 直結給水工事に係る費用負担 

(1) 共同住宅等で 1 日最大使用水量が１０㎥以上で、かつ被分岐配水管の改良
が必要と認められた場合については、直結給水申込者は必要な配水管改良

の費用を負担しなければならない。 
(2) 口径 50㎜以下の配水管及び共同給水管から直結給水しようとする申込者は、

当該の配水管及び共同給水管の必要な改良の費用を負担しなければならな

い。 
(3) 負担額は 3階建て直結給水の協議が完了した時点で決定する。 
「解 説」 
 共同住宅等で 1 日最大使用水量が１０㎥以上の建築物については、他の使
用者に影響を与えない範囲で許可するものの、過大な使用水量及び使用形態

により配水管までに影響を与える建築物については、被分岐配水管を改良す

るための費用を納入した場合について許可するものである。 
 また、口径 50㎜以下の配水管及び共同給水管からの分岐の場合で、審査基
準に合致しないものは改良に要する費用を申込者が負担するものとする。こ

の場合、以後の維持管理は管理者が行うこととし、所有権を管理者に移管す

ることを条件とする。 
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２ 給水装置の設計 
１ 協  議 

      申込者は、建築確認申請または計画通知の提出以前に「３階建て直結給水

協議書」を管理者に提出し協議をすること。 
    「解 説」 
      現基準は給水装置の新設・増設・変更・入替または撤去しようとする者は、

あらかじめ、管理者に申し込むこととしているが、３階直結給水の申し込み

については、これとは別に、この以前に協議が必要と定めるとともに、この

時期についても建築確認申請または計画通知の提出以前と定め、「３階建て直

結給水協議書」を管理者に提出し協議をすることとした。 
 
２ 設  計 

2－1 設計水圧 
      設計水圧は、直結給水方式、高置タンク直結給水方式とも 0.2Mpaとする。 

「解 説」 
  3 階直結給水の導入は、現状の配水システム（配水圧力を中心として）を
前提にして導入を図るものであり、かつ将来とも安定して保証できる水圧と

して、3 階直結給水の設計水圧については、直結給水方式、高置タンク直結
給水方式とも 0.2Mpaとすることとした。 
  これは、被分岐管の口径、給水区域、申請地の標高とは関係なく、一律と

することとした。 
 
2－2 設計水量 
①専用住宅の使用水量及び共同住宅の同時使用水量は、施行指針によるもの

とするが、原則は、給水器具の所要水量（別表２．２．１）、給水器具数と使

用水量比（別表２．２．２）及び給水戸数と同時使用率（別表２．２．３）

を考慮して算定する。 
②店舗等併用住宅等の使用水量については、前項によるもののほか、口径 20
㎜以上の器具類を使用する場合は、水栓換算表（別表２．２．４）を考慮し

て算定する。 
③共同給水管の同時使用水量は、共同住宅の場合と同時にして給水戸数と同

時使用率（別表２．２．３）を考慮して算定する。 
「解 説」 

給水管の管径や水道メータの種類等を定めるのに必要な設計水量は使用の

実態を考慮のうえ、下記のように定めた。 
①専用住宅については給水器具の所要水量、給水器具数と使用水量比により 
算定することとした。 
②店舗等併用住宅等については、給水器具の所要水量、給水器具数と使用水 
量比により算定することとした。 
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③共同住宅等の複数の専用住宅に給水する給水主管（ヘッダー管）について

は１戸当り使用水量を標準１７ℓ/分とし給水戸数と同時使用率を考慮して算
定することとした。 
④その他、多数の人が使用する建物で水栓器具が多いものや同時使用率のき

わめて高いものについては、従来の施行基準により算定することとした。 
⑤共同給水管における１戸当りの使用水量については、メータ口径 13～25
㎜までは口径に関係なく標準１７ℓ/分として給水戸数と同時使用率を考慮し
て算定することとした。 

 
２．２．１ 給水器具の所要水量 

用途別 
使用水量 

（ℓ／ｍｉｎ） 
対応する給水器

具の口径（㎜）
備  考 

台 所 流 し １２～４０ １３～２０  
洗 濯 流 し １２～４０ １３～２０  
洗 面 器  ８～１５ １３  
小 便 器 弁 １５～３０ １３  
小便器 タンク  １２～２０ １３  
大便器 タンク  １２～２０ １３  

 
２．２．２ 給水器具数と使用水量比 

総給水器具数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

使 用 水 量 比 1.0 1.4 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9
〃 10 15 20 30      
〃 3.0 3.5 4.0 5.0      

 
２．２．３ 給水戸数と同時使用率 

総 戸 数 １～３ ４～10 11～20 21～30 31～40 
同時使用率(％) 100 90 80 70 65 

 
２．２．４ 水栓換算表（換算倍率） 

水 栓 口 径 13 20 25
口径別流量を考慮 
した水栓単位数 

 １  ３  ６

 
    2－3 損失水頭 

①摩擦損失水頭の計算は、管径 50㎜以下の場合はウｴストン公式を用い、管
径 75㎜以上の場合はヘーゼン・ウｲリアムズ公式を用い、許容損失水頭は、 
75㎜以上の配水管の分岐から末端までともに 0.15Mpaとする。 
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②管径 50㎜以下の共同給水管での許容損失水頭は、配水管分岐から最終の給
水分岐点まで 0.05Mpaとする。 
③器具類損失水頭の直管換算表は別表２．２．５によるものとする。 

｢解 説｣ 
①摩擦損失水頭の計算は、管径 50 ㎜以下の場合はウエストン公式とし、管
径 75㎜以上の場合は、ヘーゼン・ウイリアムズ公式（標準 C値＝１１０）
を用い、各区間の損失水頭を求めるものとする。許容損失水頭については、

給水区域において管理者が将来とも保証できる水圧を 0.2Mpaとし、75㎜以
上の配水管の分岐から末端給水栓まで 0.15Mpaとした。 
②管径 50 ㎜以下の共同給水管及び給水装置の許容損失水頭の合計が
0.2Mpa(：配水管最小動水圧)以内でなければならないことから、共同給水管
の許容損失水頭を 0.05Mpaとすることとした。 
 

２．２．５ 器具類損失水頭の直管換算表 

 13 16 20 25 30 40 50 75 100
サドル付き分水栓  2.0 3.0   
丙（甲）止水栓 6.0 16.0 15.0   
ボ ー ル 止 水 栓  0.4 0.4 0.5 1.0  
メ ー タ 4.0 11.0 15.0 26.0 35.0 55.0 120.0
水 栓 取 付 け 3.0 5.0 8.0 8.0   
ボ ー ル タ ッ プ 13.0 15.0 16.4 20.0 17.2 16.2  
ス リ ー ス 弁 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
逆 止 弁  8.0 12.0 20.0 20.0  

※この表に掲載していない器具類については、製造元資料等によって算定する。 
 

2－4 被分岐管口径 
   被分岐管は口径 75㎜以上の配水管とする。また、被分岐管口径は少なくと

も分岐管口径の上位口径が必要である 
2－5 管 径 

      給水装置における口径の決定については、水理計算により決定することを

原則とし、かつ管内流速が過大にならないように配慮することとする。 
｢解 説｣ 
①管径の決定は前述の設計水圧、設計水量を用いて計算した総損失水頭と末

端給水器具の立上り高さとの合計が、許容損失水頭以内になるよう行うもの

とする。また、湯沸器等の最小動水圧が必要な場合は、その器具に見合う水

頭を考慮することとする。 
②管内流速は、設計使用水量を十分に供給できるもので、かつ経済性も考慮

した合理的な大きさにする必要があり、標準最大流速を 2.0m/秒とする。 
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2－6 メータ口径 
 メータ口径は 25㎜以上とし、水理計算により決定するものとする。ただし、
共同住宅等で各階各戸メータの場合は水理計算により 20 ㎜とすることがで
きる。 
｢解 説｣ 
 メータ口径についても、常に安定した給水を図るため 25 ㎜以上とした。た
だし、共同住宅等で各階各戸メータの場合の各戸メータについては使用量等

を考慮し、水理計算により 20㎜とすることができるとした。 
 
2－7 給水装置配管 
 ①給水主管については原則としてメータと同じ口径とする。ただし、水理計

算の結果により、算定された設計水量がメータの使用流量上限（別表２．２．

６）内にある給水装置については、メータ口径より１口径上位の口径でも認

めるものとする。また、共同住宅等における給水主管は口径 50 ㎜以上とし、
各階各戸のメータ口径とは異なる。 
 ②３階直結給水においては、管理者で使用承認された逆流防止装置を取り付

けるものとし、この位置はメータの上流側とする。 
｢解 説｣ 
  給水主管については原則としてメータと同じ口径とすることとしたが、水

理計算の結果により、算定された設計水量による損失水頭が若干多い給水装

置については、メータの使用流量上限を定めることにより、メータ口径より 1
口径上位の口径でも認めることとしたほか、共同住宅等の給水主管（ヘッダ

ー管）については 50㎜以上とし、管内流速ができるだけ過大とならないよう
配慮した。 
  また、直結給水の拡大により汚水が本管へ逆流する可能性が増すため、水

道水の安全性確保の面から逆流防止装置の設置を義務付けた。その他、使用

される給水主管の口径については、メータ上流部、下流部とも 20㎜、25㎜、
30㎜、40㎜、50㎜、75㎜、100㎜とする。 

 
２．２．６ メータの使用流量上限 

メ ー タ 口 径 20 25 40 50 75 100
使用流量上限(ℓ/min)  50 57 200 617 1,250 2,000

        2－8 高さ制限 
     ①直結給水方式は、配水管布設道路面から最上階の水栓高さを、原則として

８ｍ以内とする。 
     ②高置タンク直結給水方式は、配水管から高置タンク流入管の高さを、原則

として１３．５ｍ以内とする。 
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    ｢解 説｣ 
      一般的な 3 階建て建築物を勘案し、直結給水方式については、配水管布設

道路面から 3 階までの水栓高さを、原則として８ｍ以内とし、高置タンク直
結給水方式は、配水管布設道路面から高置タンク流入管の高さを、原則とし

て１３．５ｍ以内とした。 
 

2－9 高置タンク有効容量及び給水主管 
①高置タンクは、既存のタンクの使用を認めるものとするが、構造等は受水

槽の基準を適用する。また、有効容量は 1.0～1.5時間分を標準とするが、長
時間の貯留機能は認めない。 
②高置タンクへの給水主管の口径決定については、共同住宅の給水主管の設

計に準ずるものとする。 
③消火用タンクと高置タンクの併用は認めない。 

 
(1)専用住宅･･･口径 25㎜以上      (2)共同住宅･･･口径 50㎜以上 
                      
配管例                                    配管例 

３ ３F 
                
               ２F 
             １ １F 
 
 

φ25以上                φ50以上 
 
３．その他 

１ 給水装置の維持管理及び修繕負担区分 
(1)給水装置の管理義務は、所有者または管理責任者にあるものとする。 
 
(2)専用住宅の給水装置については、これまでの施工基準と同様に施工者等を明
示しておくものとする。 
 
(3)専用住宅以外の給水装置の設置者、または管理責任者は給水装置並びに高置
タンク以下設備の修繕を行う者として、指定給水装置工事事業者を指定し、こ

れを明示しておくものとする。 
 
(4)給水装置の修繕費用については、共同住宅の場合、第一止水栓装置までの修
繕については、所有者または管理責任者が善良な管理義務を怠った時以外は管

理者が負担するものとする。 
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(5)共同住宅等で検針等のための随時入館ができない建物は、入館方法等の確保
を事前協議項目とし、入館方法に関する契約書を締結するものとする。 

 
２ 検  査 

     給水装置の検査は、施行指針に定める給水装置工事検査要領により行う。た

だし高置タンク付属設備等の危険を伴う検査は、写真検査とすることができる。 
 

３ 配水管の最小動水圧が 0.2Mpa未満地域への対応 
     配水管の最小動水圧が 0.2Mpa 未満の地域についても、水圧調査及び水理計

算の結果、条件が整えば、3階直結給水の協議を行うことができるものとする。 
    ｢解 説｣ 
     給水区域内全域で 0.2Mpa を確保するためには、配水管路整備等で時間を要

する。一方、給水サービスの公平性確保の観点から 0.2Mpa 未満の地域でも、
導入が必要との判断から２４時間の水圧調査のうえ綿密な水理計算を行い、条

件が整えば３階直結給水を認める。 
     この場合には、将来にわたっての安全供給が必要なことから、事前に管理者

と十分協議し、必要な条件を付加することにより認めるものである。 
 
４ ３階直結給水施行基準の施行 

     この基準は平成 ９年 ４月 １日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 （07－9） 


